
申出日 令和   年   月   日 

一般財団法人 首都圏不燃建築公社 理事長 殿 

 

                               郵便番号             

                           

    住   所                              

 

                              氏   名                                実印 

                              （連絡先電話番号                     ）    

繰 上 返 済 申 出 書 

私は、現在返済中の借入金繰上返済について、手続ご案内の内容を承諾し、下記の通り申し出いたします。

本書による申出後に返済日の変更又は繰上返済の中止は一切行いません。 

なお、万一、私が返済日の変更又は繰上返済の中止を行ったため、貴公社に損失が発生した場合は、当該

損失相当額について貴公社に支払います。 

 

１． 希望する繰上返済の内容（該当のものを〇で囲む。） 

借入金の種類 全額又は一部の別 お振込み返済日 

住宅金融支援 

機構資金 

全額繰上返済 

  月   日（  ） 

一部繰上 

返済 

１． １つの融資区分の全額の返済  （いずれかを○で囲む。） 

（ 割増分 ・ 中高層住宅分 ・ 中高層非住宅分 ） 

２． 期間短縮 

３． 返済金の変更 

一部繰上返済の２または３の場合、おおよその返済希望額 

 

                   約               円位 
※繰上返済制限制度をご利用の場合、全額繰上返済・一部繰上返済の別

を問わず、当公社が請求する所定の違約金を併せてお支払いただきま

す。 

※一部繰上返済の場合は、金額等の内容については、多少変更いただく

場合もございますので、予めご承知置き願います。なお、詳細は、後

日ご案内いたします。 

 

首都圏不燃建築 

公社資金 

全額繰上返済 

 
※約定に基づき、当公社が請求する所定の違約金を併せてお支払いただ

きます。 

  月   日（  ） 

２． 繰上返済を希望される理由 

                                                                         
                                                                         

３． ご返済資金の準備状況（該当のものを〇で囲み、空欄に必要事項を記入願います。） 

・ 手持ち預金の取り崩し等 

・金融機関からの借り換え   金融機関名                支  店  名                     

                           ご担当者名                 電 話 番 号                    

金    利 （【 固定     年 ・ 変動 】        ％） 

 ・物件を売却し、その売却代金で全額繰上返済 （物件売却と同時に全額繰上返済） 

  ※物件売却と同時に全額繰上返済をする場合は、1ヵ月間前までに売買契約書(写)を添付の上、繰上返済のお申

し出が必要になりますので、事前に公社へお問い合わせください。 


